
私⾃⾝が災害医療を真剣に始めようとした最初のきっかけは 1988 年の上海列⾞事故でし
た。3 ⽉ 26 ⽇外務省より⽇本救急医学会集団災害対策委員会に対して医師派遣要請があり、
同委員会の推薦を受け、東京⼤学救急部三井⾹児以下 3 名が上海に派遣されました。 

 
26 ⽇午後の時点で上海市内 6 か所に⼊院中の 25 名を診療し、逐次航空搬送にて帰国さ

せ、4 ⽉ 2 ⽇に私達も帰国しました。外国における邦⼈の多数傷病者発⽣事故に対して公的
に同胞が⽀援を⾏った初めてのケースであり、これを契機に本邦で repatriation service（本
国への送還サービス）が話題になりました。これを機に外国の医療⽔準、⾔語・⽂化・⾵習
などの相違から⺟国での医療を提供する重要性が⽰唆されてきましたが、⾃衛隊員の⼠気
を⾼めるために本来最も必要であろう⾃衛隊ではこの意識すらないことが今回のフィリピ
ン訓練事故から明らかになりました。この時の運輸⼤⾂が⽯原慎太郎⽒であり、今思えば不
思議な縁でした。 

その後多数傷病者発⽣事故も含めた⽇本の災害医療は右上がりに進歩向上してきた訳で
はありませんが、災害時の医療活動を取り巻く環境は関係者のたゆまぬ努⼒により漸次少
しずつではありますが改善されてきました。世界がグローバル化するに従い混沌としてき
た時代の流れも後押しし、危機管理が強く叫ばれ、これと並⾏して医療現場においても災害
発⽣時からの迅速な対応も含めた業務継続計画（business continuity plan）、化学⽣物放射線
テロ対策、災害現場からの医療活動の必要性が指摘され、危機管理対応可能な医療の構築が
望まれるような機運の⾼まりも⾒られてきました。危機管理の⽬的は市⺠の⽣命・財産を守



ることであり、危機管理の⼀環として災害対応が重視される時代になってきた時代の価値
の変遷も否めません。中でも、私達が 2004 年 8 ⽉から国に先駆けて活動を開始した東京
DMAT を⽪切りに、その後の⽇本 DMAT の活動発展へ繋がる⼀連の災害医療対応特別チ
ームの編成は災害医療対応活動の⼤きな前進と⾔っても過⾔ではありません。 

しかしながら 1995 年阪神淡路⼤震災、サリン事件、2004 年新潟中越地震、2011 年東⽇
本⼤震災、2016 年熊本地震、2018 年⼤阪北部地震、2018 年北海道胆振東部地震、などに
おける⺠間の医療活動の進歩の⼀⽅で、⾃衛隊医官の災害医療の活動や進歩は⾒えてきま
せん。確かに、⾃衛隊は救出救助の対しては⼤きな役割を果し”愛される⾃衛隊“として市⺠
の共感を得てきましたが、防衛医科⼤学校（⽣徒数４８０名）で育成している医師達の災害
現場での活動はどうなっているのでしょうか。2016 年 4 ⽉ 17 ⽇熊本地震視察の際に益城
町健康保健センターを訪問した際に⾃衛隊の医療テントと⾵呂が展開されていました。担
当医官医師の話では⾃衛隊が独⾃に発災直後（１５⽇⼣⽅）から医療を展開し 24 時間オー
プンで 70 名/1 ⽇診療ということでしたが、⾃衛隊が超早期から医療を展開していたのを⾒
たのは今回が初めてでした。 

 
 

我 が 国 の 防 衛 と 予 算 ： 平 成 29 年 度 予 算 の 概 要
（http://www.mod.go.jp/j/yosan/2017/yosan.pdf）には⼤規模災害への対応が記載されてい
ます。これを⾒る限りでは医療活動⾃体よりは資器材の購⼊に重点が置かれているように
思えます。物品購⼊というハード⾯だけであり、医療における教育や研修の実態が⾒えてこ
ない予算になっています。 



 
ま た 、 古 い 予 算 概 要 の 資 料

（ http://www.mod.go.jp/j/approach/others/service/kanshi_koritsu/h24/pdf/r-
sheet/0073.pdf ）の中に災害派遣における医官の役割も増⼤していると記載されていますが、
実際に災害では⾃衛隊の救出救助活動だけであり医療活動は求められていない、あるいは、
実践されていない、など理由はともかく主に⺠間の医療職が担っているのが現状であり、医
官の災害時の役割は⼀体何にあるのでしょうか。以前市ヶ⾕の防衛省で⾃衛隊の活動に対
する PR ビデオを視聴した際も御嶽⼭での遺体捜索を宣伝していましたが、医療活動や医官
の医療対応はありませんでした。さらに、私が視察できた朝霞駐屯地での東部⽅⾯衛⽣隊が
⾏ってきた⾃衛隊主体の災害対応訓練も、⾃衛隊が提⽰する「災害対応メニュー」は⼟⽊作
業が殆どで、残りは遺体の捜索という実質上「警察の下働き」であり、中には「外国⼈医師
の活動⽀援」というものまでありましたが、医官⾃⾝の災害時の活動に関する話題は何もあ
りませんでした。また、⾃衛隊医療の内情を知るにつれ、外部からの予想以上に医官の臨床
経験不⾜が感じられ、この⼒量で戦傷医療を担えるかという素直な疑問が芽⽣えました。 



 

災害活動時の⾃衛隊医官の現状を憂いでいる時期（2012 年頃）に⽯原慎太郎⽒から習志
野空挺団の杜撰な事故対応などを聞き、憲法問題などはさておき、実際に海外でも活動する
⾃衛隊員の命、救護医療体制などの話になりました。国会ではこと⾃衛隊に関する質疑と⾔
えば、憲法改正などイデオロギーだけに固執し、肝⼼の⾃衛隊員や国⺠の命を守る議論が全
くと⾔っていいほどありません。私の知⼈の新聞記者も「本来ならば国会で論戦すべき事案
だと思いますが、野党がイデオロギーと結びつけて、この問題への臨み⽅を考えている限り、
国⺠的な議論になるかは極めて厳しい状況かと思います」と⾔っており、与党・野党問わず
全国会議員が国⺠の⽬を”命の問題“に向けないようにしている印象を受けます。さらに、⾃
衛隊も⾃ら”愛される⾃衛隊“を標語にして主業務である国防のための戦闘要員という本来
の姿とは距離をおいて遂には便利屋に成り下がってしまい、結果として⾃衛隊員の命が顧
みられなくなったと⾔えます。安倍総理は「⾎を流してこそ同盟」と⾔われましたが、その
⾎を誰が流すのか、誰が⽌⾎するのか、ということを忘れ、いや、敢えて⾔わない感があり
ます。国のために戦わざるを得ない⾃衛隊員の⾎を⽌める算段もなしに脅威、脅威と漠然と
た脅威を国⺠に植え付け軍備だけ拡張していく姿は”戦うのは⼈間である⾃衛隊員である
“ということを無視しています。国防とは国と国⺠を守ることであり、武⼒だけではなく」、
医療の正しいバックアップが必要なのは周知の事実です。 



 
⾃衛隊が国を守るための存在であれば、「戦わざるを得ない者」と「被害を受ける者」が

⽣じ、「戦わざるを得ない者」は⾝の安全が保障されてこそ⼒が発揮でき、「被害を受ける者」
には戦闘やテロに特異な医療体系を作り安全安⼼を提供することこそ本質と考えるべきで
す。 

 
そこで、私は防衛医科⼤学校、⾃衛隊病院など外部から調べられる資料を検討し、各国に

⽐し⾃衛隊の戦傷医療に対する著しい遅れを知ることになりました。このこと⾃体は、⽇本
が平和を守り戦闘⾏為に巻き込まれることがなかった証でもあり喜ばしい⼀⽅、戦傷医療
に関してはあまりにも無⼒であることが明⽩になりました。本来この⽬的は防衛医科⼤学



校が担うはずであったろうが、普通の医師養成の⽢んじていたため、残念ながら本来の医官
養成という⽬的を果たしているとは⾔い難く、⾃衛隊の戦傷医療の実態を will2015 年１１
⽉号に「あまりにもお粗末、⾃衛隊の医療体制」、プレホスピタルケア 2015 年 10 ⽉号「⾃
衛隊は国を守る前に、⾃衛隊員を守れるか？〜今⾃衛隊員の安全のために、あらためて戦傷
医療を考える」、2016 年防衛年鑑 2016「世界の戦傷医療と⾃衛隊の医療体制」に発表しま
した。 

 

こうした発表の中で、いくつかの提⾔を⽰したが、結果的には何ら回答は得られずに経過
しました。 



 

will をはじめいくつかの⾟⼝評価にも拘わらず 2015 年に防衛省⼈事教育局の中野衛⽣官
から声がかかり、「防衛省・⾃衛隊の第⼀線救護における適確な救命に関する研究会」の座
⻑を拝命しました。検討会には私の他、医師（⽇本救急医学会理事⻑、⼤学救急医学教授、
⽇本医師会理事等）や法律家、⾃衛隊 OB、救急救命⼠関係の代表が集まりましたが、戦場
のリアリティに⽋け、さらには本来声を上げるべき医官たちもオブザーバーとしてただ座
っているだけで、⾃衛隊員の命という⾃らの仲間の問題に対しても声を上げることはしま
せんでした。⾃分達の命に関する検討会にしてもその座⻑を司る⼈材は勿論、その委員に⾜
る⼈材もいないという厳しいというか悲しい⼈材不⾜の状況が伝わってきて、かえって外
部の私が声を挙げる必要性を感じ、当時都⽴広尾病院という⽴場にありながら、戦闘時の医
療体制について意⾒をまとめ、砲⽕の下で活動する「第⼀線救護衛⽣科隊員」の誕⽣に漕ぎ
着けました。 

 



 

「第⼀線衛⽣科隊員」とは救急救命⼠・准看護師の資格を持つ者に対して⼀定の教育研修
の結果、外科的な気道確保や脱気などの医師以外に許可されていない応急処置を⾏える者
を意味しています。 

 
⽶国軍では、医師や看護師を作るためには⾦と時間がかかるため、それらに変えてコンバ

ットメディックなどという兵⼠を育成し、戦場で応急処置を⾏わせています。第⼀線救護衛
⽣科隊員の⾏える応急処置範囲はコンバットメディックの処置範囲と遜⾊は有りません。 



戦傷医療の根本概念は「戦場では作戦の貫徹・成功が最優先であり、必ずしも負傷者に対
する救命⾏為は優先しない。戦場では勝利すること（作戦の成功）が最⼤の治療⾏為である。
良き医療は時として悪しき戦略であり、悪しき戦略は兵⼠を失うか、作戦が失敗する」であ
り、平時の⺠間医療の基本概念である「命は何よりも重い」とは⼤きく異なっています。医
師の代わりに砲⽕の下で⾃分の安全を危険にさらし⾏動するため、戦況次第では⾃⾝が被
弾するため平常時であれば本来医学的に⾏うべき処置や治療を⾏えず、その後場合によっ
ては訴訟や叱責の対象になりかねない存在になっています。その彼らを守る役⽬も含め防
衛省 CMC（コンバットメディカルコントロール）が設置されています。 

 
しかしながら CMC に参加している空⾃⾸席衛⽣官がその委員会の席上で「戦闘地域に

おける隊員の安全確保は重要であるが、衛⽣科隊員は救命に集中した⽅が良いのではない
か」と発⾔し、戦傷医療と⺠間医療の違いの⼤原則を知らない者が委員として参加している
ことが判明し委員⻑である⽥原衛⽣監に指摘しても本⼈も含め防衛省幹部も問題意識が低
いままでした。さらに、週刊朝⽇オンライン「防衛医⼤教授がテキスト制作で元⾃衛官の著
書 を “ パ ク リ ”  抗 議 で こ っ そ り 修 正 」
（https://dot.asahi.com/wa/2018080600061.html?page=）の記事にあるように筆頭編集者
である防衛医⼤救急医教授も含めたそうそうたる医官達が編集した学術書がイラストが主
体の⼀般書から無断引⽤の疑いをかけられ、教える⽴場の⼈間がこの程度では本当に質が
保てるかも疑問に思わざるを得ませんでしたが、このことも⽥原衛⽣監に話ましたが問題



にはなりませんでした。あまりの問題意識の無さにこの状況では私のいる意味がないと判
断し辞職を願い出ましたが当然の如く慰留はされませんでした。 

 

新聞などの報道によると 10 ⽉ 2 ⽇フィリピン⼈男性が運転する⾞で⼀緒に移動していた
⾃衛隊員 2 名が⼤型⾞両と正⾯衝突し、1 名が 10 ⽉ 6 ⽇夜（7 ⽇午前との報道もあった）
死亡、他 1 名が負傷したがその⽇のうちに退院したという（フィリピンの訓練で交通事故
に よ り ⾃ 衛 隊 員 1 名 死 亡 、 1 名 重 症 ：
https://www.asahi.com/articles/ASLB73VCCLB7UTIL00D.html?iref=comtop_list_nat_n0
1

）。これに対して⻘⽊伸⼀⽔陸起動団⻑は『痛恨の極み、前原 2 曹のご冥福を⼼からお
祈り申し上げる。今後とも訓練の安全管理に万全を期す』とコメントを出しました。本当
に『安全管理』に万全を期すなら、この事故を医学的にもしっかりレビューすべきである
と考え、「今後このような事故が⾏らないように分析検討し将来に役⽴てることが望まれ
る」と防衛省に要望を出しましたが、この事故は訓練中ではなく⺠間移送⾞による移送中
の事故であり「フィリピンで適切な医療を受けたので先⽣の出番はない」との返事があり
詳細を聞くことはできませんでした。 

起動団⻑の⾔う『安全管理に万全を尽くす』には医療の視点が⼊っているのでしょう
か。医学的にしっかりレビューするなら、医官や第⼀線救護衛⽣科隊員の関わりは勿論、
救急搬送体制や応急処置などの病院前医療、根本治療や医療⽔準などの病院内治療を統合
的に分析評価すべきであります。また、医療の正当性は必ずしも合理性ではなく感情によ
って導かれるものですから、フィリピンと⽇本の⼀般⼈の医療⽔準を鑑みた場合にはフィ
リピンでの「適切な医療」ではなく、「フィリピンでは通常受けられないような⾼度医療
を受けた結果死亡した」というコメントでなければ、多くの⽇本⼈は納得しないと思われ
ます。また、「適切な医療」という発⾔は⾁親がすべきで第三者が⾔う⾔葉ではありませ
ん。 



2018 年 1 ⽉に提出した南スーダン、ジプチの視察後の報告書、また、2017 年 10 ⽉に提
出した豊⽥事務次官への上申書でも、海外負傷者発⽣時の際には固定翼機による本邦への
後送を進⾔しました。航空⾃衛隊には C130 に軌道衛星ユニットを組み込んだ、いわゆる
『空⾶ぶ ICU』（https://www.youtube.com/watch?v=QiMxvsIZeoE）が存在し、国内の
重症患者の航空搬送を⾏っています。⽶軍はたとえこのような事故でも軍⼈の事故には積
極的に関与しそれが軍⼈の⽀えになっていますが、今回の事案は事故から死亡まで 4 ⽇間
の間に『空⾶ぶ ICU』の派遣は検討されたのでしょうか。各幕の関係から陸上⾃衛隊の事
故であったため航空⾃衛隊は関与しなかったというセクショナリズムのため検討されなか
ったのではという懸念すら感じてしまいます。⼀⼈の尊い命がなくなった時には、病院
前、病院内治療が本当に正しく⾏われたか、⽇本への後送の可否などの検証もなしに、た
だ適切な医療で亡くなったでは済まされません。 

 今回の訓練にも医官同⾏の有無が明らかではなく、12 ⽉ 4 ⽇私と⽯原慎太郎⽒が⾼橋事
務次官と⾯談しましたが、その時も医官の同⾏の有無は確認できませんでした。⾼橋事務
次官は私のブログの記事（2018 年 10 ⽉ 10 ⽇）を⾒てフィリピン訓練中の事故調査を依
頼したと⾔い、「参与なら⽴場を考えて発⾔して欲しい」「参与の資格を失っても話に来
てください」等今回の事案に関する本質的な話は⼀切なく、同席していた⽯原慎太郎⽒の
⾔葉を借りれば”へらへらしていた”ということにつきます。防衛省の⾔うように「災害救
助訓練」⽬的であれば、前述の防衛医科⼤学校予算書で彼らが述べている「災害派遣にお
ける医官の役割も増⼤している」と明らかに⽭盾した⾏動に思えます。派遣した⾃衛隊員
の⽣命を他⼈に任せている現状を鑑みると、起動団⻑の『安全管理に万全を尽くす』の⾔
葉とは裏腹に、12 ⽉ 1 ⽇から 8 ⽇まで航空⾃衛隊とインド空軍の共同訓練が報道されてい
るが、参加する⾃衛隊員への万全な医療体制が組み込まれているとは到底思えません。 

「 平 成 30 年 度 ⼊ 校 防 衛 医 科 ⼤ 学 校 医 学 教 育 部 医 学 科 学 ⽣ 募 集 案 内 」
（http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/pdf/p/29idaiigakup.pdf 
）の中で校⻑が 1973 年開設され 2016 年 3 ⽉卒業した第 37 期まで医学科卒業⽣は 44 年間
で 2,432 名に達すると述べています。しかしながら、2007 年当時の衛⽣部⻑は定員約 780
名 に 対 し 500 数 ⼗ 名 の 陸 上 ⾃ 衛 隊 医 官 の 従 事
（https://www.med.or.jp/nichinews/n190720r.html 



）、また、2009 年の⾃衛隊医官定数・現員等の状況報告書では定数 1,176 名に対し現員
789 名、充⾜率 67.1%と報告されており、
（http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/meeting/board/arikata-
byouin/pdf/betten09_03.pdf）医官を育成しているとはとても⾔い難い状況と考えられま
す。2015 年陸上⾃衛隊医官 500 名、海上⾃衛隊医官 180 名、航空⾃衛隊医官 140 名、計
820 名であり約 1,600 名が医官になっていません。このことはせっかく医官として育成し
たにも拘わらず⺠間に流れていると予測され、40 数年かかって 820 名の医官を育成したに
過ぎ、この程度のことなら⺠間の医学部出⾝者を医官に育成しても済んだはずであり、ど
うしてこれが問題にならなかったのか不思議でなりません。医師需給分科会では厚労省が
2024 年にも需給が均衡しその後は「医師過剰」になると推計しています（2016 年 4 ⽉ 1
⽇ 医療・介護⾏政全般 メディ・ウオッチ）。⼀定の仮定を置いた上で、医師の供給数
と需要数を推計すると、2040 年には医師の供給数は 33 万 3000 ⼈程度、需要数は 29 万
1000−31 万 4000 ⼈程度と推定され、また需要と供給のバランスを⾒ると、早ければ
2024 年頃、遅くとも 2033 年頃には 30 万⼈程度で需給が均衡し、それ以降は医師の供給
数が過剰になると⾔われています。多死社会を向かえ医師過剰時代になる近将来に本来の
⽬的を成就できない医官や防衛医科⼤学校の意義が問われていますが、本⼈特に幹部達は
親⽅⽇の丸意識丸出しで⾃覚が全くないが現状です。 

防衛省で開催された平成 27 年度防衛セミナーでは多くの関係者の前で危機的状況下の
標準的医療を進めるための提⾔をしたが、その後各課題に対し真剣に議論した形跡は感じ
られないままです。 

 
 



2016 年から災害医療、⾃衛隊の医療について内閣官房参与を拝命し、内閣官房参与とし
て任された使命を果たすべく内部から改⾰改善を防衛省等に訴え努⼒してきた。本件につ
いては 2018 年 12 ⽉ 4 ⽇⾼橋事務次官からは「改⾰には⻑い時間がかかり、先⽣が思うよ
うに早く改善することは無理」という返答でした。また、⾃衛隊医療の現状を打開するた
めに 2017 年 6 ⽉安倍総理にお願いし⿊江事務次官と⾯談し「防衛省メディカルコントロ
ール外部委員以上に防衛省・⾃衛隊の医療に積極的な助⾔を⾏えるような役職を考えて欲
しい」とお願いしましたが、「防衛省、防衛医科⼤学校は未だ⼒不⾜ではあるが外部の⼈
間は必要としておらず、現に政策参与も従来から外部の⼈間はいない」と⼀蹴されまし
た。その後の豊⽥事務次官との話合いでも「改⾰には時間がかかるが、話会う機会を多く
儲けましょう」と⾔われたがその機会はほとんどなかった。実際の医療のトップであるの
⽥原衛⽣監は何度かお会いしたが、戦傷医療に疎いばかりでなく、問題を指摘しても何ら
前向きの対応が⾒られず、その姿勢は⾃衛隊医療に対する向上⼼に⽋けていた。 

⽯原慎太郎⽒が国会議員時代から「⾃衛隊の衛⽣兵はモルヒネも持っていない」と⾔い
続け今も時々⾔われるが、漸く昨年第⼀線救護衛⽣科隊員が携帯できるようになったので
す。このこと⼀つに何⼗年かかったのであろうか。歴代の事務次官の時間間隔でこの激動
する世界情勢に対処できるとは到底思えません。 

12 ⽉ 4 ⽇⾼橋事務次官と⽯原慎太郎⽒・私との⾯談の際には事務次官から参与という⽴
場を考えてくださいと念を押されました。しかし、多くの専⾨家が脅威に対する軍事的な
備えばかりを訴えその軍事を⽀える⼈の命への脅威の対策を論じない現在、内閣官房参与
として、国防を預かる⾃衛隊員の使命や業務の負担が過度になる⼀⽅で、⾃衛隊員の命が
あまりにも軽視されていることを憂い、彼らの命を擁護ために敢えて防衛省・⾃衛隊の医
療への苦⾔を呈することがこの職を拝命した職務であると考えています。報道によれば 12
⽉ 1 ⽇から 8 ⽇まで航空⾃衛隊とインド空軍が共同訓練をするとあった。
（https://www.saga-s.co.jp/articles/-/308718）「隊員の安全に万全を期す」という陸⾃の
⻘⽊伸⼀⽔陸起動団⻑の⾔葉が航空⾃衛隊にも伝わっていることを祈るばかりである。 
 

詳しくはブログで。  


